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製品安全の現状と今後の施策方針 

 平成２８年度における重大製品事故件数は、合計８０２件。減少傾向にあるが、
依然として高水準。

 経年劣化した製品や、未回収のリコール品による重大製品事故も発生しており、これら
の事故の軽減に向けた取組を実施。

長期使用製品安全点検制度の 
登録率向上、点検促進 

ＩｏＴによる製品安全のスマート化 

消費者・事業者への注意喚起 

経済産業省の取組み 
＜重大製品事故件数の推移＞ 

指定品目の技術基準、表示規制 
違反製品への改善指導 
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遠隔操作機能の活用 

 スマートフォンからサーバーを経て、自宅やオフィス
の家電を遠隔操作する技術を応用し、リコール
情報をユーザーに届ける。

 製品に貼られたQRコードにより、
利用者登録を行う。登録したアド
レスにリコール情報が届く。

 または、個人情報入力なしに、ス
マホ端末にリコール情報が届く。

利用者登録／スマホ端末ID 

ＩｏＴによる製品安全のスマート化①（製品トレーサビリティの確保） 

利用者登録／
スマホ端末ID 

リコール 
情報 

IOTを活用した、新たな情報伝達手法の開発により、リコール時の回収率向上を期待。 

メーカーのｻｰﾊﾞｰ 

メーカーのｻｰﾊﾞｰ 
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ＩｏＴによる製品安全のスマート化②（ＢＤ技術を活用した高齢者向け製品の安全性の向上） 

 消防や医療機関等の関係機関が保有する高齢者事故情報等をビッグデータ解析を活用し、高
齢者の事故の特徴を明らかにする。（高齢者事故の見える化）

 介護施設等にカメラ等を設置し（６ 施設/２在宅）、収集した高齢者の動作情報から高齢者
向けの製品開発に活用するための基盤データ（動画ライブラリー）を整備。

 将来的には、通報や駆けつけ等のサービスとパッケージ化された高齢者向けの安全性の高い製品
開発へと繋げる。

高齢者事故に関する 

ビッグデータ 

○医療機関

○消防

○苦情 等 

高齢者事故の見える化 

製品の開発・改良 
データマイ
ニング・統
計解析 

センサー等で検出・
収集した高齢者の
特徴的な行動  
データをＢＤへ 

人の特徴（年齢、性別、行動、
身体機能など）、環境・製品の特
徴（形状、構造、機構、時間帯
など）、事故・傷害の種類の関係
の分析 

平成２８年度委託事業 

・介護施設等で高齢
者の動作情報を収集 

・基盤データを整備 
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長期使用製品安全点検制度の概要 

 経年劣化による製品事故を未然に防止するために、平成２１年４月、長期使用製品
安全点検制度が導入された。

 本制度は、経年劣化による重大製品事故の発生の恐れが高い製品を特定保守製品
として指定。所有者は、氏名、住所等の情報をメーカーに提供。点検が必要な時期に、
メーカーが所有者に点検時期を通知する制度。

 製品の引き渡し時に立ち会う事業者（販売事業者、設置工事事業者、不動産会社、
工務店等）には、製品に同梱されている所有者票の記載を購入者に促すことや、購入
者に了解を得て代行記入することが求められている。

特定保守製品【９品目】 
平成２１年４月以降に販売した製品が対象 
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消費者・事業者への注意喚起（重大製品事故報告・公表制度） 

 製造・輸入事業者が、重大製品事故の発生を知ったときは、１０日以内に消費者庁に報告することを義務付
け。（消安法第３５条）

 販売事業者等が知ったときは、製造・輸入事業者に通知する責務がある。（消安法第３４条第２項）

 消費者庁は、当該事故情報を迅速に公表。経済産業省は、ＮＩＴＥに対して原因究明調査を指示。
（消安法第３６条）

 調査結果は改めて公表し、注意喚起や命令・指導を行うことによって、再発防止を図る。

製造・輸入事業者 

報告義務 

※平成２１年９月より、重大製品事故情報の収集・公表を消費者庁が担当、事故原因究明等を経済産業省が担当。 

注）重大製品事故： 死亡、重傷（治療 
  期間30日以上、又は後遺障害）、 
火災、ＣＯ中毒 を伴う製品事故 

重大製品事故 
の発生 

販売事業者 
通知の責務 

消費者庁 

事故情報の公表 

消費者庁が一元的
に報告を受付 

経済産業省 

原因究明 

指示 

報告 

ＮＩＴＥ（製品評価技術基盤機構）

原因究明調査 
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